（別紙２）

経費明細表（注１）

	[bookmark: _Hlk231304075]経費区分
（注７）
	Ａ
	Ｂ
	Ｂ×１／２以内
	　
積算（税抜）
（注５）
　

	
	事業費総額
（注２）
	補助対象経費
（注３）
	補助金交付申請額
（注４）
	

	
	（税抜）
	（税抜）
	（税抜）
	

	システム費
（単価５０万円以上）
	円
	円　
	円　
	


	システム費
（単価５０万円未満）
	円　　
	円　
	円　
	


	クラウド使用料
	円
	円　
	円　
	


	その他経費
（導入関連費）
	円　　
	円　
	円　
	


	合　計
	円 
	円 
	千円
（注６） 
	　


（注１）金額は、販売事業者に確認し正確な金額を記載すること。
（注２）「事業費総額」には、事業を遂行するために必要な経費の総額を記載すること。
（注３）「補助対象経費」には、「事業費総額」のうち、補助対象となる経費を記載すること。
（注４）「補助金交付申請額」には、「補助対象経費」に補助率（１／２）を乗じた額を記載すること。
（注５）積算基礎には、名称、＠単価×数量＝金額の順に記載すること。
例：AI検査システム　＠１，０００，０００×２＝２，０００，０００
複数年（または複数月）契約に係る経費については、令和９年１月３１日までの間に要する経費で、令和９年２月２８日までに支払う予定の経費と、令和９年１月３１日までの利用期間に相当する金額を按分により算出した額とを比較し、いずれか低い額を補助対象経費とする。
（例）令和８年６月１日から令和９年５月３１日までの１年契約（１２か月）のサービス（契約額１２０万円）を締結し、契約時に全額を前払いする予定の場合
①支払予定額
令和９年２月２８日までに支払う予定額：１２０万円
②利用期間に基づく按分額
対象期間：令和８年６月１日 ～ 令和９年１月３１日
利用月数：８か月（令和８年６月～令和９年１月）
１か月当たりの利用料：１２０万円 ÷ １２か月 ＝ １０万円／月
按分額：１０万円／月 × ８か月 ＝ ８０万円
⇒①支払予定額（１２０万円）と②按分額（８０万円）を比較し、低い額である８０万円を補助対象経費とする。
（注６）各経費区分の合計額（千円未満は切捨て）と補助限度額（５０万円）を比較し、低い方の金額を記載すること。
（注７）「システム費」には、税抜単価が５０万円以上か未満かを確認し、該当する欄に分けて計上すること（単価５０万円以上の財産は、事業完了後５年間は財産処分制限の対象となるため）。
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